
 

このごみ集積所に出されたごみは、市が収集します。 
 

 

 

 

「十日町市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」により 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（家庭系廃棄物の収集又は運搬の禁止等） 

 第１６条 

市及び市の委託を受けた者以外の者は、集積場に排出された家庭系廃棄物を収集し、

又は運搬してはならない。 
 

十 日 町 市 

ごみの持ち去り禁止 


